
   刈谷市債権管理規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、刈谷市債権管理条例（令和２年条例第５号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（保証人に対する履行の請求の手続） 

第３条 条例第５条第１号の規定により、非強制徴収債権について保証人に対して

履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付

すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な

事項を明らかにした書面により保証人に通知しなければならない。 

（履行期限の繰上げの手続） 

第４条 条例第６条の規定による通知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を

明らかにした書面により行わなければならない。 

（債権の申出等の事由） 

第５条 条例第７条第１項の事由は、次に掲げるものとする。 

（１）債務者が強制執行を受けたこと。 

（２）債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

（３）債務者の財産について競売の開始があったこと。 

（４）債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

（５）債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。 

（６）債務者である法人が解散したこと。 

（７）債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をし

たこと。 

（８）第４号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が

開始されたこと。 

（債権の保全措置） 

第６条 条例第７条第２項の必要な措置は、次に掲げるものとする。 

（１）法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは

保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更そ



の他担保の変更を求めること。 

（２）仮差押え又は仮処分の手続をとること。 

（３）法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができ

るときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。 

（４）債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の

規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、

遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。 

（５）市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を

更新するための必要な措置をとること。 

（担保の提供の手続等） 

第７条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供

託書正本を市長に提出するものとする。ただし、登録国債（乙種国債登録簿に登

録のあるものを除く。）については、その登録を受け、その登録済通知書を提出す

るものとする。 

２ 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供し

ようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証

明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。 

３ 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証

人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。 

４ 市長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、

当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。 

５ 債権を担保として提供しようとする者は、民法（明治２９年法律第８９号）第

３６４条に規定する措置をとった後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証

明する書類を市長に提出するものとする。 

６ 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続については、前各

項の例による。 

（担保の保全措置） 

第８条 市長は、市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定

について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため

必要な措置をとらなければならない。 



（担保及び証拠物件等の保存） 

第９条 市長は、市の債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保

物（債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。）及び専ら

債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理

者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。 

（徴収停止の手続等） 

第１０条 条例第８条の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権を管理す

る台帳にその旨及びその措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由

を記載するものとする。 

２ 前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当

となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。 

（履行期限の延長の手続等） 

第１１条 条例第９条に規定する履行延期の特約等（以下「履行延期の特約等」と

いう。）は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。 

２ 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 

（１）債務者の住所及び氏名又は所在地及び名称 

（２）債権金額 

（３）債権の発生原因 

（４）履行期限の延長を必要とする理由 

（５）延期に係る履行期限 

（６）履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項 

（７）第５項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。 

（８）その他市長が定める事項 

３ 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限（履行期限後に履行延期の特

約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日）から５年（条例第９条第

１項第１号又は第５号に該当する場合は１０年）以内において、その延長に係る

履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを

妨げない。 

４ 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、年７．３パーセン

トの利息を付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、担保の提供



を免除し、又は利息を付さないことができる。 

５ 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。 

（１）当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務

又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考

となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。 

（２）次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限

を繰り上げることができること。 

ア 債務者が本市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したと

き、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を

負担する行為をしたとき。 

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が

分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。 

ウ 第５条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。 

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従

わないとき。 

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履

行期限によることが不適当となったと認められるとき。 

（免除の手続） 

第１２条 条例第１０条の規定による非強制徴収債権の免除は、債務者からその者

が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記

載した書面に基づいてこれをしなければならない。 

２ 市長は、非強制徴収債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及

び条例第１０条第２項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明

らかにした書面を債務者に送付しなければならない。 

 （放棄の手続） 

第１３条 条例第１１条第１項の規定により放棄をする場合には、債務者の住所及

び氏名又は所在地及び名称、債権の名称及び金額、債権を放棄する理由その他必

要な事項を記載した調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。 

 （委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



   附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


